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小学校の事例１
【事例①】特別な支援を要する児童がいじめられた事例
【事例②】双方向の行為がいじめに当たる事例
【事例③】児童主体の楽しい学校づくりでいじめの防止に取り組んだ事例
【事例④】特別な支援を要する児童によるいじめの事例
【事例⑤】人間関係をうまく築けない児童の特性に配慮しながら対応した事例
【事例⑥】生活ノートに死にたいと書いてきた児童への組織的な対応の事例

中学校の事例２
【事例⑦】被害者本人はいじめと認識していないが周囲がいじめと考えている事例
【事例⑧】部活動内のトラブルの事例
【事例⑨】�本人はいじめられていると感じているがその事実関係を明らかにすることができない

事例
【事例⑩】周囲が被害生徒にも原因があると考えている事例
【事例⑪】特別な支援を要する生徒との関わりで起きた事例
【事例⑫】固定化された人間関係が関わる事例

高等学校の事例３
【事例⑬】加害生徒が特定できないいじめの事例
【事例⑭】他校と連携してＳＮＳ上で発生したいじめを解決した事例
【事例⑮】ＳＮＳ上における誹謗中傷により書き込んだ双方をいじめと認知した事例

特別支援学校の事例４
【事例⑯】生徒の障害の特性に合わせ、「いじめ」という言葉を使わない指導の事例
【事例⑰】何気ない関わりの中で起きた知的障害のある児童のいじめの事例
【事例⑱】お互いにいじめられていると訴えている知的障害のある児童のいじめの事例

第７章　いじめ対応の事例
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【事例①】特別な支援を要する児童がいじめられた事例（小学校）

事例の概要

・学級の数名の児童から「男子Ａがいじめられている」という報告を受けた。
・�Ａは「周囲の雰囲気を感じ取ること」「他の児童の気持ちを推し量ること」などが苦手で友達
との人間関係をうまく築けず、放課後に通級指導を受けている。
・�Ａは毎月行われているアンケートで「いじめられている」「いやな思いをしている」等の記述
をしていなかったが、『複数名から報告を受けている』こと、『いじめられている内容が具体的
である』ことなどから、学級担任がＡから聞き取りを行った。

事実確認等

・�学級担任によるＡからの聞き取りの結果、アンケートには書かなかったものの男子Ｂ、男子
Ｃ、女子Ｄ、女子Ｅの４人から「いやなあだ名で呼ばれる、廊下を歩いていると通せんぼをさ
れる、突然背後で大きな音を出され、びっくりさせられる」との回答を得た。
・�学級担任がＢ、Ｃ、Ｄ、Ｅの４人から聞き取りを行ったところ、全員が認めた。
・�学校いじめ対策委員会（校長、教頭、ハートフルリーダー、生徒指導主任、学年主任、学級担
任、養護教諭）でいじめと認知し、具体的な対応策について話し合った。
・�学校いじめ対策組織が中心となり、関係機関と連携を図りながら対応していくことを確認した。

具体的な対応

（１）被害児童・保護者への対応
Ａへの対応
・�今まで苦しんでいたことや悩んでいたことを話してくれた勇気を認め、全力で応援することを
伝えた。
・�どんな状況でも学級担任は安心して話を聞いてあげる存在であることを伝え、苦しいことや
困っていること、悩んでいることがあったら、早めに教えてほしいと伝えた。
保護者への対応
・�事実を報告し、今後の学校の指導方針、対応策について説明し、理解を求めた。
・�保護者から「Ａがいじめの被害に遭っていたこともショックではあるが、Ａが集団に適応しづ
らいことについても悩んでいる」との話があった。

（２）加害児童・保護者への対応
Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅへの対応
・�Ａへの行為はいじめであり、絶対に許されるものではないということを指導した。
・今後のＡに対する接し方を考えさせた。
・Ａに対する謝罪を確認した。
・その後の生活の様子を観察した。
保護者への対応
・事実を報告し、保護者からの謝罪も確認した。
・今後の学校の指導方針、対応策について説明し、理解を求めた。

被害児童：４年男子１名
加害児童：４年男子２名、女子２名
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（３）周囲の児童等への対応
・�学級活動で構成的グループエンカウンターを実施したり、相手を思いやることの素晴らしさ、
大切さについて随時指導したりして、児童が相互に認め合う学級の雰囲気づくりに努めた。
・�学級担任以外の職員による教育相談を実施し、普段学級担任に伝えづらいことを話すことがで
きる場を設定した。

（４）その他（関係機関との連携等）
・Ａのことについて学級担任が通級指導担当教員に相談した。
・�学級担任とＳＣが連携を図りながら、母親への支援を行うこととした。学級担任は保護者に学
級での様子や対人関係を説明したり、外部の専門機関を紹介したりした。その後、ＳＣが保護
者の不安感や困り感を受け止めながらカウンセリングを行った。

その後の経過

・�Ａは微妙な気持ちのやり取りが苦手であることから上手に友達と関わることができず、それが
周囲の児童のからかいにつながったが、Ａへの支援を続けていくうちに、Ａ自身の行動に落ち
着きが見られるようになってきた。
・�学級の他の児童もＡの特性を受け入れるようになり、少しずつコミュニケーションが図られて
きた。
・�ＳＣが保護者の不安感や困り感を受け止めながらカウンセリングを行ったところ、保護者は次
第に専門機関の診察を考えるようになった。専門機関の診察の際には、保護者の同意を得て、
ＳＣが同席し、Ａの診断及び対応についての説明を受けた。その後、ＳＣがＡへの対応のポイ
ントを学校に伝え、指導に生かした。また、Ａは専門機関でのカウンセリングを継続して受け
ることになった。

（１）通級指導担当教員、ＳＣとの連携
　　　通級指導担当教員、ＳＣと連携することによる児童のより深い理解と対応。
（２）学校の組織的な対応
　　　ケース会議の実施、全職員への周知、保護者への対応
（３）相互に認め合う雰囲気づくり
　　　周囲の児童への指導、再発防止へ向けて

対処のポイント
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■本事例を振り返って
　本事例では、次の３点が課題の解決に向けて有効であった。
　・�校長のリーダーシップの下、学校いじめ対策組織が中心となり対応策について話し
合ったり、通級指導担当教員やＳＣと連携したりすることで、学級担任だけが負担に
感じることはなく、多くの職員から問題解決のための様々な意見を聞くことができ、
幅広く長期的な視野から物事を考えることができた。

　・�通級指導担当教員との連携では、Ａについての客観的な状況や特性の理解を深め、支
援につなげることができた。また、ＳＣとのかかわりが、保護者にとって大きな心の
支えとなった。本事例においては、ＳＣが学校や教師、専門機関と連携し適切な助言
を行うことで、問題の解決及び保護者の不安を和らげることにつながった。

　・�児童が互いに認め合える学級づくりを基本とし、意図的に好ましい人間関係や思いや
りの心を育む活動に取り組ませることで、それぞれの違いを認め合う仲間づくりがで
きた。お互いの特性を個性の違いとして認識し、一人の人間として付き合っていく雰
囲気づくりができてきた。

　このように学級担任と学校いじめ対策組織、その他の連携によって、Ａは落ち着きを見
せ始め、結果として、周囲とのトラブルも減少したと考えられる。
　そして、何より大切なことは学級担任が通級指導担当教員やＳＣ等と連携しながらＡと
の関わり方を周囲の児童とともに理解できたことである。
　このような対応により、Ａ本人のパニック状態が減り、周囲の児童のストレスもなく
なっていった。さらに、Ａ自身が周囲に認められていると感じながら、学級全体が安心し
て学習ができる環境になったと考えられる。
　また、本事例のように学校及び学級の対応と同時に、必要に応じて外部の関係機関との
連携も、保護者のニーズに応じて図っていく必要がある。
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事例の概要

・�「学校生活に関わるアンケート」を実施すると、女子Ａの回答に「友達に嫌なことを言われて
いる。」という記述があった。
・�Ａに詳しく事情を聞いたところ、男子Ｂと同じ班になってから、班活動等で嫌なことを言われ
ることがよくあり、辛いと訴えた。
・Ｂにも事情を聞くと、自分もＡから嫌なことを言われていると訴えた。

事実確認等

・�アンケートの回答についてＡから事情を聞くと、Ｂと同じ班になってから話し合いのときなど
に、「だまってろ。」「はぁ。」などの言葉を強く言われ、嫌な思いをして辛いと話した。
・�Ｂからも事情を聞くと、Ａに対して、「だまってろ。」などと言った事実は認めた。一方で、話
し合いの中でＡに話を遮られたり、話した内容を「その意見は変だ。」「違う。」と言われたり
することがよくあり、言い返しただけと話した。むしろ、Ａは自分をばかにしているようで、
嫌な思いをしていると話した。
・�Ａ、Ｂともに、自分の言動については素直に認めるものの、初めは相手の立場や気持ちを考え
た話がほとんどなかった。
・�周囲の児童に話を聞くと、双方に改めるべき言動があることを指摘する児童がいたが、女子は
Ａを、男子はＢの立場を擁護する発言があり、男女で受け止め方に違いがあった。
・�アンケートの回答やＡ、Ｂそれぞれとの面談内容を踏まえ、学校いじめ対策委員会において両
者の行為がそれぞれいじめであると判断し、いじめの認知件数を２件とした。また、今後の対
応について話し合い、指導方針が共通理解された。

具体的な対応

（１）Ａとその保護者への対応
・�学級担任は、いつ、どのような場面で、どういった言動をＢから受けたか事実確認をし、その
時の気持ちを聞いた。また、Ｂと今後どのような関係を築きたいと思っているか、じっくり聞
いた。
・�Ｂから聞いた話の事実確認をＡにした。Ａは、何気ない言動がＢの気持ちを傷付けていたこと
を知り、自分自身の言動を振り返り、今後はより良い関係を築いていきたいと思うようになっ
た。そして、具体的にどのようなことに気を付けて生活していくかを学級担任と話し合い共有
した。
・�保護者へは、指導の経緯といじめとして認知したことを説明した。また、Ａへ指導するととも
に支援をすることをＡと学級担任とで共有したことを伝え、学校と家庭で連携し、継続して見
守っていくことで理解を得た。

（２）Ｂとその保護者への対応
・�学級担任は、Ａから聞いたことをＢに確認した。その際、Ａから受けた嫌な言動についても話
し始めたため、その事実確認をした。また、その時の気持ちや、Ａと今後どのような関係を築

【事例②】双方向の行為がいじめに当たる事例（小学校）

関係児童：６年男子　１名
　　　　　６年女子　１名
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きたいと思っているか、じっくり聞いた。
・�Ｂの言動によりＡが傷付いたことを知り、Ａと同様に、自分自身の言動を振り返り、今後はよ
り良い関係を築いていきたいという思いになった。そして、具体的にどのようなことに気を付
けて生活していくかを学級担任と話し合い共有した。
・保護者へは、Ａと同じような対応をし、理解を得た。

（３）周囲の児童等への対応 
・�男女で意見が対立したり、男女で協力しなければならない場面で消極的な姿勢が見られたりし
ていたことから、Ａ、Ｂに対する指導や支援だけではなく、学級全体にも指導を行った。
・�学級では、特別活動の時間や道徳科で男女の性差や互いを尊重する大切さ、友達に上手に気持
ちを伝える仕方等を学習した。その上で、男女が協力して取り組む活動を各教科の授業の中に
設定し、行動や態度につなげられるように指導を継続的に行った。

その後の経過

・�Ａ、Ｂとも自分の言動に気を付けるようになり、話合いなどでは互いに相手の立場を尊重する
ような言動が見られるようになった。また、定期的にＡ、Ｂと話をしながら、それぞれの言動
を振り返らせるとともに、いじめの解消につながったかを確認した。
・�学級全体で男女の意見対立等があるものの、全体での指導を生かした話合いや協力ができるよ
うになってきている。

（１）双方向の行為のいじめ認知について
　　　・�双方向が被害児童・加害児童になるような場合、まず被害児童としての立場を尊

重した事実確認を行う。
　　　・双方が被害を訴えていることから、いじめの認知件数を２件として対応する。
　　　・当該児童２名には、被害児童・加害児童の両方の立場で指導と支援を行う。
（２）いじめを生まない人間関係づくり
　　　・小学校高学年は、思春期や性差を意識・理解した学級経営に努める。
　　　・教員が、友達と適切な関わりができている時に児童へ肯定的な声がけを行う。
（３）教職員間、保護者との連携
　　　・�いじめの疑いがあった場合は、教職員間で情報共有しながら必ず組織的に対応す

る。
　　　・学校（教員）と保護者で、児童への支援や指導の方針を共有する。

対処のポイント

■本事例を振り返って
　・�本事例のように、双方向の行為が、いじめに当たる事例では、それぞれの立場や心情
に沿った事情の聞き取りをすることが大切である。

　・�小学校高学年は、思春期を迎える時期であり男女間の対立も起きやすい。そのため、
学級経営の中で互いの立場を尊重する指導に加え、男女の性差への理解を図ったり、
男女が協力するよさを実感できたりするような指導をしていくことが必要である。ま
た、自分の気持ちを相手に上手に伝え理解してもらう話し方を身に付ける必要もある。
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事例の概要

・�４年生男子Ａと６年生男子Ｂは友達で同じ野球部に所属している。練習中にＡがふざけたた
め、Ｂが注意するとＡは泣いてしまった。
・�後日、Ａが「廊下を歩いていたら、Ｂににらまれて怖かった。」と学級担任に話した。
・�Ａの母親から学校に「野球部でお前のせいで試合に負けたと言われたり、廊下でにらまれたり
して怖かったと言っている。いじめられている。」と電話連絡があった。

事実確認等

・�Ａに状況を確認すると、「練習中にふざけていたら、自分のせいで試合が負けたと言われ泣い
てしまった。」「４年生の友達と騒いで廊下を歩いていたらにらまれた。」ということを話した。
・�Ｂに状況を確認すると、「練習中にふざけていたＡを注意したときに、Ａのせいで試合に負け
たと言った。」、「にらんだつもりはなく廊下でうるさかったのでＡを見た。」ということを話し
た。
・�二つの件の詳しい状況を保護者に連絡し、今後の様子を伝えることを確認した。Ａは母親に対
し、自分が悪かった部分は言わず、Ｂの言動だけを話していることがわかった。
・�確認した内容とＡの母親の話をもとに学校いじめ対策委員会でいじめとして認知し、今後の具
体的な対応を話し合った。

具体的な対応

（１）被害児童・保護者への対応
・�Ａの訴えと母親の電話連絡をもとに「いじめ」を認知し、Ａが嫌な気持ちになったことに共感
することで心の面の安定を図った。
・何でも相談することや自分自身の言動も見つめ直すことを話し合った。
・�保護者と連携した対応をすることと学校の取組についての理解と協力を求めた。

（２）加害児童・保護者への対応
・�相手を嫌な気持ちにさせることがいじめにつながることを指導した。（いじめという言葉を使
うかどうかについては、事前に学校いじめ対策委員会で検討）。
・�いじめが人として決して許されない行為であることや、相手を尊重する気持ちを持つことの大
切さを話し合った。
・�保護者に正確な事実を伝え、いじめの定義を理解してもらい相手の受け止め方しだいでいじめ
につながることを伝えた。また、保護者と連携した対応をしていくことと学校の取組について
の理解と協力を求めた。

（３）周囲の児童等への対応
・�いじめの定義や概要について説明し、いじめの問題を全校の問題として考えさせた。
・�全校集会等で、不安や悩みを積極的に相談することや友達が困っていたら連絡することで、い

【事例③】児童主体の楽しい学校づくりでいじめの防止に取り組んだ事例（小学校）

被害児童：４年男子　１名
加害児童：６年男子　１名
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じめは解決に向かい、楽しい学校生活やいじめ防止につながることを説明した。
・�いじめの防止に向けた具体的な活動を代表委員会等で話し合わせ、朝のあいさつを各学年が
担当する「あいさつ運動」と、言われて嬉しかったり、元気が出たりした言葉を紹介し合う
「あったか言葉運動」を実施することにした。

（４）その他（関係機関との連携等）
・�ＳＣと連携して被害児童・加害児童の様子を観察してもらうとともに、必要に応じて相談活動
を実施した。
・�些細なことと思われる内容でも、いじめ防止対策推進法のいじめの定義に基づいて積極的にい
じめを認知し、教育委員会へ報告した。

その後の経過

・�児童のいじめに対する意識が変わり、友達を励ましたり、思いやりのある言葉をかけたりする
等、相手のことを尊重した言動を心がけるようになった。また、どのようなことがいじめにな
るかを考え、お互いに注意しあったり、教員に相談する機会が増えたりし、いじめを防止しよ
うとする意識の高まりが感じられるようになった。
・�教職員が児童に自信をもたせる言葉がけと「いじめは許されない」という指導を継続すること
で、児童が自己有用感や自己肯定感をもてるようになった。

（１）いじめの認知に関する教職員間の共通理解
　　　・いじめの定義についての共通理解を図った。
　　　・いじめの対応についての校内研修を実施した。
（２）いじめに対する組織的な対応
　　　・�いじめ認知後の指導体制（被害児童、加害児童、保護者に対応する役割分担等）

を整備し、組織的な対応をした。
　　　・��児童の自己有用感や自己肯定感を高めるために、褒めたり認めたりする言葉がけ

を推進した。
（３）児童会を主体とした自発的、自治的活動によるいじめの防止
　　　・代表委員会で考えた、「あいさつ運動」と「あったか言葉運動」を実施した。

対処のポイント

■本事例を振り返って
　・�本事例では、児童同士でよくあるトラブルを適切に判断し、いじめの定義に基づいた
認知と組織的な対応をすることで、いじめの解消につながった。また、児童が主体的
にいじめ防止の活動を行うことで、学校からいじめをなくそうとする意識が高まった。

　・�児童の自己有用感や自己肯定感を高めることが、お互いを認め合う学級の雰囲気づく
りにつながり、望ましい人間関係を築けるようになった。いじめの未然防止に向けた
学校の実態に即した効果的な取組の推進も重要である。
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事例の概要

・�２学期に入って、男子Ｂが転入してきた。就学前に一緒の保育所に通っていた児童は「保育所
の時に、たたかれたり、蹴られたりした。」と警戒していた。
・�転入早々、学級の児童に暴言を吐いたり、暴力を振るったりした。授業中も落ち着かない態度
が続き、なかでも、集会等で整列する際はすぐ前に並ぶ男子Ａに対して、突然蹴ったり、たた
いたりした。
・�Ｂには決して暴力を振るわないことを指導し、また、集会時にはＢをＡから遠ざけるようにし
たが、Ａは「学校へ行きたくない。」と保護者に訴え、登校をしぶるようになった。

事実確認等

・�Ｂは、転入前に、発達障害の診断を受けていた。Ｂは、他の児童とコミュニケーションをうま
くとることができず、自分の思い通りにならないと暴言を吐いたり、暴力を振るったりする。
興奮したときは、職員に対しても暴力的になる。
・�学級担任は、Ａからいじめ被害の訴えがあったり、Ｂの暴言や暴力等を目撃したりするたびに、学
校いじめ対策委員会で報告し、事実関係の共有といじめの認知、組織的な対応へとつなげてきた。

具体的な対応

（１）被害児童・保護者への対応
・�Ａに対しては、嫌なことがあったり、困ったことがあったりしたときには、学級担任に相談す
ること、また、いじめからは全職員で守ることを伝えた。
・�保護者には「いかなる場合でも、いじめは許されない。」ということ、また、いじめの問題に
は、学級担任だけではなく、全校体制で対応することを伝えるとともに、家庭での様子（いじ
めの訴え等）について情報提供をお願いした。

（２）加害児童・保護者への対応
・�被害児童同様、嫌なことがあったり、困ったことがあったりしたときには、学級担任に相談す
ることを伝えた。
・�保護者には「いかなる場合でも、いじめは許されない。」ということ、また、いじめの問題に
は、学級担任だけではなく、全校体制で対応することを伝えるとともに、家庭での様子につい
て情報提供をお願いした。
・�保護者の了解を得て、児童相談所の職員から、場面や状況に応じたＢへの対応の仕方につい
て、助言を受けた。
・�Ｂに対する個別の指導計画を立てるとともに、障害の特性やＡへの対応の仕方について全教職
員で共通理解し、いろいろな場面で、Ａ及びＢをサポートできる体制づくりを行った。
・�Ｂの問題については、学級の問題として学級担任だけで解決しようとせず、校内特別支援委員
会が中心となって対応することとした。
・�個別の指導計画について、保護者の理解を求めるとともに、連携して指導に当たっていくこと
を確認した。

【事例④】特別な支援を要する児童によるいじめの事例（小学校）

被害児童：１年男子　１名
加害児童：１年男子　１名
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・�必要に応じてＳＣやＳＳＷ、医療機関とも連携して指導に当たっていくことの了解を保護者か
ら得た。

（３）周囲の児童等への対応
・�暴言を吐いたり、暴力を振るったりすることは、絶対に許されない行為であるので、もし、い
じめられている児童がいたら、学校全体で守っていくことを話した。
・�支援を必要とする児童の得意なことや苦手なこと、理解しにくい行動をとってしまう理由など
を、学級の児童が理解できるように伝えた。
・�困ったときは学級担任、養護教諭、そのほかの教職員、ＳＣ、ＳＳＷなどに、いつでも相談で
きることを伝えた。
・�道徳科を中心に各教科等で「相手の気持ちを考える心」「思いやり」「一人一人が違って当たり
前であること」などについて考えさせたり、話し合わせたりした。

（４）その他（関係機関との連携等）
・児童相談所の職員から、Ｂへの対応の仕方について定期的に助言を受けた。
・�Ａだけではなく、学級の他の児童も暴言を吐かれたり、暴力を振るわれたりしているので、Ｓ
ＣやＳＳＷからそれらの児童への対応について助言を受けた。

その後の経過

・�Ａは、学級の他の児童が集会時等の整列の順番を代わってくれたり、Ｂに対して「やめて。」
と言ってくれたりするようになったことで、少しずつ安心して学校に来ることができるように
なった。
・�学校が関係機関と連携を図りながら、個別の指導計画をもとに、Ｂへの支援を続けていくうち
に、以前よりもＢ自身の行動に落ち着きが見られるようになってきた。
・�学級の児童もＢの特性を受け入れるようになり、少しずつコミュニケーションが図られてきた。

（１）専門機関と連携した学校の組織的な対応
　　　・校内特別支援委員会等での共通理解
　　　・児童相談所との連携
（２）ＳＣ、ＳＳＷとの効果的な関わり
　　　・被害児童、加害児童、学級の他の子へのサポート
　　　・学級担任、特別支援コーディネーター、その他の職員への助言
（３）加害児童の別室登校による被害児童の保護
　　　・加害児童のクールダウン等のための別室指導
　　　・被害児童の心的ストレスの回避

対処のポイント

■本事例を振り返って
　以下のことにより、Ｂの暴言、暴力が減り、Ａの登校しぶりもなくなった。
　・専門機関や保護者との継続的な連携と教職員の組織的な対応
　・他の児童への当該児童に対する具体的な対処方法の指導
　・個々の児童の多様性を認め、尊重する態度の育成
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事例の概要

・�女子Ａはおとなしく真面目で、自ら積極的に友達に関わることが苦手であるが、グループ活動
等では友達と協力して行うことができる。
・�Ａが１学期のいじめに関するアンケートに「みんなに仲間外れにされている。」「みんなが自分
のことをにらんでくる。」と回答したため、学級担任が生徒指導主任に報告した。

事実確認等

・�学級担任がＡに状況を確認したところ、仲間外れやにらんだ児童として５名の名前が挙がっ
た。また、クラスに誰も友達がいないことで悩んでいると話していた。
・�Ａの保護者に電話連絡したところ、家庭でも「誰も遊ぼうと誘ってくれない。」「みんながにら
んでくる。」などと話していることが分かった。
・�Ａが仲間外れやにらんだとした５名の児童から事情を聞いたところ、「昼休みに体育館に遊び
に行くときに、本を読んでいたＡさん以外の友達だけを誘ったことがある。」、「Ａさんの読ん
でいる本に興味があり、Ａさんをじっと見たことがある。」とのことだった。しかし、５名と
も意図して仲間外れにしたり、にらんだりしたことはないことが分かった。
・�学校いじめ対策委員会を開き、いじめと認知した上で、Ａといじめを行った５名との関係修復
を図ることとした。その際、Ａへの声がけやチャンス相談、定期的な教育相談を充実させると
ともに、道徳科や特別活動の時間を通じて、学級の人間関係づくりに重点を置いて取り組むこ
ととした。

具体的な対応

（１）被害児童・保護者への対応
・「友達づくりを一緒に進めていこう」という意志を伝えた。
・�保護者に対して、「児童が抱える悩みを受け止め、一緒に解決していく」旨を伝えた。

（２）加害児童への対応 
・�加害児童に対して、「いじめ」という言葉を使わずに、Ａとの関わり方について指導した。
・�構成的グループエンカウンターや道徳科の授業等を通じて、他者への関わりについて考えさせ
た。

（３）周囲の児童等への対応 
・アンケートやアセス、教育相談等を通じて、学級内の人間関係を把握した。
・構成的グループエンカウンターを取り入れ、よりよい人間関係を育成した。
・�道徳教育の充実を図り、人権意識や規範意識、言葉づかい等についての指導を工夫した。

【事例⑤】人間関係をうまく築けない児童の特性に配慮しながら対応した事例（小学校）

被害児童：２年女子　１名
加害児童：２年女子　５名
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その後の経過

・�定期的に実施している情報交換会を通じて全教職員で共通理解した結果、縦割り活動（異学年
交流）の際に、Ａに意識的に関わる高学年の児童が増えた。その影響から、Ａに声をかける児
童が増え、徐々にＡからも自主的に周囲の児童に関わっていく姿が見られるようになった。
・�Ａの相談を受け、教職員が意図的・計画的によりよい人間関係を育成したことにより、Ａの精
神的苦痛や疎外感が解消されただけでなく、学級集団に一体感が生まれ、困っている子をその
ままにしない雰囲気が醸成された。また、話合い活動やグループでの作業では積極的に発言し
たり、行動したりする児童が増えた。
・�２学期の定期教育相談では、�Ａから、「学校が楽しい。」「話を聞いてくれる友達ができた。」と
いう話があり、精神的な安心感が生まれたようであった。保護者には経過報告を確実に行い、
連携を図りながら対応することができた。

（１）児童の特性や内面についての理解（児童理解）
　　　・人間関係づくりが苦手な「待ち」の児童が抱える悩みを理解する。
　　　・�被害を訴えた児童が感じている疎外感に寄り添い、一緒に解決していく意志を伝

える。→「自分から関わる努力が足りない被害児童に問題がある」とは捉えない。
（２）いじめを生まない人間関係づくり（学級経営）
　　　・�リレーションを深める集団づくりを工夫する。（構成的グループエンカウンター

等）
　　　・気持ちのよい言葉づかいを丁寧に指導する。（冷たい言葉と温かい言葉）
　　　・人権意識や規範意識を醸成するために道徳教育の充実に努める。
（３）教職員間での共通理解と全校的な取組（組織的な対応）
　　　・情報交換等で児童の特性や訴えについて共通理解を図る。
　　　・縦割り活動を通して学校全体でよりよい人間関係を育む。

対処のポイント

■本事例を振り返って
　・�本事例のように、人間関係をうまく築けない児童が悩みを内面に抱え、いじめにつな
がる場合がある。児童理解の不足からいじめへと発展していくことのないよう、教職
員自身の感度を高めたり、教職員間で情報を共有したりすることにより、未然防止を
図ることが重要である。

　・�いじめが起きた後の対応に力を注ぐのではなく、いじめを生まない環境づくりに努
め、加害児童も被害児童も生み出さない開発的・予防的な取組を積極的に行っていく
ことが求められる。
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事例の概要

・�女子Ａは、女子Ｂ、女子Ｃと仲良しグループであったが、ちょっとした言動により、けんかや
トラブルが絶えなかった。
・�学級担任は、事あるごとに関係児童と面談し、事実確認をした上で適切に指導をしてきた。
・Ａに関しては、職員会議でも話題にし、全教職員で情報を共通理解していた。
・�ある日、Ａの生活ノートの記述欄に「ＢやＣに無視された。死にたいです。学校の３階から飛
び降りたいです。」という記述があった。

事実確認等

・�生活ノートを見た学級担任は、管理職と生徒指導主任にノートのコピーとともに第一報を伝え
た。
・�校長は、直ちに学校いじめ対策委員会を緊急招集し、情報の共有と対応策を協議し、「学級担
任と養護教諭が速やかにＡと面談し事実確認をすること」、「学年主任と生徒指導主任がＢ、Ｃ
から事実確認をすること」、「教頭へ情報を集めすり合わせをすること」が決まった。また、学
級担任一人が抱え込むことのないよう、サポートチーム（学年主任・養護教諭・教務主任）を
編制し、Ａへの対応は、複数名で行うことを原則とした。
・�すり合わせの結果、事実確認した内容に差異はなく、ちょっとした口論が原因となり、Ａへ嫌
がらせをしようということになり、数回無視をしたということが分かったため、いじめとして
認知した。
・�教頭は、教育委員会に第一報を入れ、事実や対応等を報告するとともに、指示を受けた。

具体的な対応

（１）被害児童・保護者への対応
・�学級担任は、すぐにＡと面談をし、事の経緯や今の気持ちについて共感的に話を聞き、「Ａを
守ること」、「仲良く過ごせる学級にすること」を約束した。
・�学級担任はもちろん、養護教諭や学年主任、その他の教諭など毎日Ａに声がけをし、嫌な思い
をしていないか確認するとともに、心のケアに努めた。
・�生活ノートが提出されたその日のうちに、家庭訪問し、Ａが希死念慮を訴えたことを報告する
とともに、家庭での見守りや情報を共有していくことを依頼した。また、土日も電話連絡し、
児童の様子を確認した。
・�Ａと積極的にコミュニケーションを取りながら、日常的な観察と記録を継続し、毎日教頭へ報
告した。

（２）加害児童・保護者への対応
・�事実確認後、「相手を傷つけたり嫌な思いをさせたりしないこと」、「相手の立場に立った言動
ができるようになること」を指導した。その後、謝罪したいという旨の訴えがあった。
・�事実について、Ｂ・Ｃの保護者へ電話連絡し、家庭での見守りや情報を共有していくことを依
頼した。

【事例⑥】生活ノートに死にたいと書いてきた児童への組織的な対応の事例（小学校）

被害児童：５年女子　１名
加害児童：５年女子　２名
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（３）周囲の児童等への対応
・�学年集会を開き、相手を傷つけたり嫌な思いをさせたりしないこと、相手の立場に立った言動
ができるようになること、困っている人がいたら助けてあげられる人、大人に知らせることが
できる人になること等、いじめ防止に向けた指導をした。学級でも再度指導した。

（４）その他（関係機関との連携等）
・教育委員会には、その日の児童の様子等を、毎日定時報告し、指導を受けた。
・�ＳＣに依頼し、Ａと面談してもらい、心のケアや友達関係の構築等についてアドバイスしても
らった。
・�サポートチームは、児童への対応はもとより、学級担任のケアやサポートにも当たり、一人で
抱え込まないよう、相談役になりながらサポートし続けた。

その後の経過

・�Ａは、希死念慮を訴えることはなく、楽しく学校生活を送ることができた。本事例を機に、親
身に対応した学級担任との信頼関係がより深まり、些細なことでも報告したり、相談したりす
るようになり、安心感をもって生活していた。
・�Ａが卒業するに当たり、進学先の中学校教頭及び生徒指導主事に情報提供し、引き続きＡを見
守っていくことを確認した。

（１）初期対応の確実さ
　　　・�管理職への第一報及び学校いじめ対策委員会の緊急招集と情報共有・対応策の協

議
　　　・教育委員会への第一報
（２）被害児童の心に寄り添った対応
　　　・被害児童との早急な面談と事実確認
　　　・サポートチームの編制及びサポートチームでの対応
（３）関係機関との連携及び組織的な対応
　　　・教育委員会、ＳＣ・ＳＳＷ・養護教諭等専門職との連携
　　　・児童に寄り添った組織的な対応

対処のポイント

■本事例を振り返って
　・�本事例では、初期対応が迅速かつ適切であり、組織的に対応したことで、重大事態を
未然に防ぐことができた。管理職のリーダーシップと普段からの組織的な対応への体
制が整えられていたことが効果的だった。

　・�希死念慮を抱く児童への対応を、学級担任一人に任せるのではなく、サポートチーム
を編制して組織的に対応したり、関係機関と連携して対応したりすることができた。

　・�親身になって対応したことで教員と児童の信頼関係が深まり、その後の大きなトラブ
ル等の未然防止にもなり、安心感のある学校生活につながった。

　・進学先の中学校と連携を図り継続的に見守る体制を構築することも重要である。
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事例の概要

・�男子Ａが仲の良い男子Ｂ、男子Ｃに、変なあだ名をつけられたり、軽く小突かれたり、叩かれ
たりしているのを複数の生徒が目撃していた。
・一方で、３人が仲良く談笑したり、一緒に遊んだりしている姿も見ていた。
・�つけられたあだ名があまりにもひどく、小突かれている頻度も多く、見るに堪えられなくなっ
てきたので目撃していた複数の生徒が学級担任に事実を伝え、いじめではないかと相談してき
た。

事実確認等

・�Ａに学級担任が話を聞いたところ、そのようなことは確かにあるが、仲もよいし気にしていな
い。いじめとも認識していない。
・�Ｂ、Ｃに学級担任が話を聞いたところ、Ａ同様そのようなことはあるが、ふざけ合っているだ
けでいじめとは認識していない。
・�複数の目撃者に学級担任が話を聞いたところ、本人たちはそのようなつもりはなくても、見て
いる自分たちも不快になり、明らかにいじめだと主張した。
・�学級担任は学年主任、生徒指導主事、教頭、校長に事実を伝え、いじめとして認知した上で学
年の教員を中心に組織的な対応をすることにした。

具体的な対応

（１）被害児童・保護者への対応
・�Ａは、本当はいじめられているという認識があるかもしれない。そこで学級担任以外にも複数
の教員やＳＣが話を聞き、Ａの本心を引き出すように丁寧に対応することにした。
・�複数で代わる代わる話を聞いたがいじめと認識していないようであった。そこで「見ている周
囲の生徒が不快に思い、いじめと捉えていること」「このままにしておくと友達の行為が更に
ひどくなる可能性があること」「同じようなことを自分もして、いじめの加害者になる可能性
があること」などを具体的に指導した。（もし、いじめられている認識があっても言えなかっ
た場合は、Ａの心に寄り添い、不安感や心配な気持ちを和らげ、本心を引き出した上で対応す
る。）
・�保護者には事実を伝え、学校はいじめと捉えて対応していくことを伝えた。
・�家での様子を含め、今後も密に連絡を取り合い、経過観察をしていくことを確認した。

（２）加害生徒・保護者への対応 
・�学年主任や生徒指導主事など学級担任以外の教員からも指導をした。「からかいや悪ふざけが
続くことでＡがどんな気持ちになるのか」「自分たちが逆の立場であればどう思うのか」「周囲
はいじめと捉えている」ということについて考えさせた。また、このままの状態であれば更に
行為がエスカレートする可能性があることにも気付かせた。
・�保護者には事実を伝え、学校はいじめと捉えて対応していくことを伝えた。また、家での様子
を含め、今後も密に連絡を取り合い、経過観察をしていくことを確認した。

【事例⑦】被害者本人はいじめと認識していないが周囲がいじめと考えている事例（中学校）

被害生徒：１年男子　１名
加害生徒：１年男子　２名
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（３）周囲の児童生徒等への対応 
・�今回の事案を報告した生徒に対して、報告することでいじめを防止し、より良い学級づくりに
貢献したことを伝え、大いに褒めた。また、今後もだめなことはだめと言える正義の心を大切
にして、このようなことがあったら教えてほしいと協力を要請した。
・�Ｂ、Ｃとの関係が悪化することも考えられるので、学級担任を中心として継続して声をかけ、
観察していった。
・�学級活動の時間を利用し、いじめを許さない学級づくりのための話合い活動を行い、学級全員
でいじめについて考えた。

（４）その他（関係機関との連携等） 
・ＳＣとのカウンセリングを定期的に継続している。

その後の経過

・�３人でいることはあるが、あだ名で呼ばれたり、小突かれたりすることはなくなった。仲良く
過ごしている。
・�３人の家庭とは継続して連絡を取り合っており、学校、家庭での様子を報告し合い、良好な関
係を築いている。

（１）周囲の声を生かす
　　　・�周囲がいじめだと考え声に出すことが、学級、学年、学校全体の自浄力を高め、

様々な問題の未然防止につながる。
　　　・�声に出した生徒へのフォローをしっかりと行う。また、よきリーダーの育成につ

なげる。
（２）被害生徒の真意をつかむ
　　　・�被害生徒が本当にいじめと認識していなくても、周囲からの声を伝え、いじめに

発展する可能性や、このような小さな出来事から大きな出来事に発展する可能性
があることを理解させた上で指導を行う。

　　　・�いじめと言えない理由があるのであれば、心に寄り添い組織的に対応し、事実確
認をし、被害者に安心感を与えるように努める。また、日常的に教育相談やチャ
ンス相談等を行い、生徒や学級の実態をしっかりと把握しておく必要がある。

（３）保護者に対して確実に情報提供をする
　　　・�仮にいじめと認めなかったとしても、重大な事案に発展することも考えられる。

そこで、確実に加害生徒、被害生徒の保護者に連絡し、学校として最低限やって
おくべきことはやらなければならない。

対処のポイント
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■本事例を振り返って
　・�本事例では、周囲の生徒からいじめであると声が上がった点がポイントである。正義
の声を、勇気を出して上げた行為を大切にしたい。また、日頃から生徒との信頼関係
を築き、何でも言える関係づくりが大切である。今回のように声に出した生徒をリー
ダーとして、自浄力の高い集団に育てていきたい。

　・�本人たちがいじめと認識していなくても、いじめと捉え対応していくことも考えられ
る。このようなケースから更に大きな出来事に発展することもあることを認識させ、
小さなうちに芽をつみ、生徒にこのくらいであればいいと思わせないようにすること
がいじめ防止において大切である。
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事例の概要

・�男子Ａは、中学校から競技を始め、周りと比較すると技術的には劣るが、日々の練習では必死
に追いつこうと努力を続けていた。
・�定例の教育相談アンケートにＡが「部活動に対する悩み」を記入していたため、Ａ、学級担
任、部活動顧問で面談を行ったところ、練習中同じチームになると周りが嫌な顔をしたり、陰
でひそひそ話をしたりするのが気になるということを話した。そのため、部活動でミーティン
グを開き、部活動の意義と仲間について、顧問から全体に話をした。
・�数日後、Ａの母親から、Ａが「部活動をやめたい」、「学校にも行きたくない」と言っていると
学校に連絡が入り、欠席した。
・�学級担任がその日の放課後電話連絡をしたところ、明日は登校するということだったので、翌
日話を聞くことを母親に伝えた。
・�学級担任がＡから話を聞くと、部活動中、相変わらず同じチームになると周りが嫌な顔をす
る、「下手くそ」、「やめろ」など暴言を吐かれるなどの不満を口にした。

事実確認等

（１）Ａが話した内容（学級担任、部活動顧問で対応）
・�同級生の男子Ｂ、男子Ｃ、男子Ｄの３人が、目配せをして同じチームにならないようにした
り、練習中ミスをすると「下手くそ」と言ったり、練習後は「Ａは使えないよな」と聞こえる
ように話をしたりと嫌な思いをしている。
・�１年生としての雑用を「下手くそだから」という理由で、何かと３人に押し付けられる。
・競技は好きなので、上達したいと思っている。
・３人には「下手くそ」とか「使えない」と練習中に言わないでほしい。

（２）Ｂ、Ｃ、Ｄが話した内容（部活動顧問で対応）
・�Ａが一生懸命練習に取り組んでいるのはわかっていたが、同じチームになると負けることが多
く、イライラしていた。
・�以前、部活動顧問から指摘されてわかっていたが、うまくいかないときはついＡを責めてし
まった。
・雑用もイライラの延長でＡに押し付けていた。

（３）学校の対応
・�学校いじめ対策委員会を開き、いじめとして認知した上で、対応について検討した。

【事例⑧】部活動内のトラブルの事例（中学校）

被害生徒：１年男子　１名
加害生徒：１年男子　３名
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具体的な対応

（１）被害生徒・保護者への対応
・�Ａには、不快に思う言動が今後も陰で続いたり、再発したりした場合は速やかに伝えることを
確認した。
・�部活動顧問は、これまで明らかになっている事実を保護者に伝え、これからの対応と今後の指
導方針について説明し、理解を求めた。

（２）加害生徒・保護者への対応
・�どんな理由があってもＡに行った行為はいじめにあたり、許されない行為であることを諭しな
がら、仲間を大切にし、同じ目標に向かって練習に励むよう話をした。また、Ａに対して謝罪
する場を設けた。
・�これまでの事実と指導の経過、今後の指導方針を各保護者に伝え、理解を求めた。

（３）周囲の生徒等への対応
・�部活動顧問は、チームメートへの声がけについて全体に話をし、部活動内の人間関係のあり方
について考える機会を設けるなど、仲間を大切にする意識を高める取組を行った。

（４）その他（関係機関との連携等）
・�いじめ報告書を作成し、全職員に対して周知を図り、被害・加害生徒について様子を観察する
ようにお願いをした。

その後の経過

・�Ａが安心して部活動に取り組むことができているかを注意深く観察し、定期的に面談を実施し
た。また、Ｂ、Ｃ、Ｄにも定期的に面談を行い、同種の事案を起こしていないか確認を行った。
・�Ａは休むことなく練習に参加し、表情も明るくなった。また、チーム全体も前向きな声がけが
聞こえるようになってきた。
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（１）日頃から生徒の様子（言動）の変化を把握しておく。
　　　・�生徒の活動には教員がしっかりとつき、多くの場面で生徒を観察し、小さなサイ

ンも見逃さないようにする。
　　　加害生徒のサイン例

　　　
・特定の生徒と同じチームになると嫌な顔をする。
・特定の生徒への言葉がけがきつくなる。
・仲間同士で集まり、ひそひそ話をしている。

　　　被害生徒のサイン例

　　　
・表情が暗く、口数が少ない。
・持ち物がなくなったり、いたずらされたりする。
・一人で部活動の準備、片づけをしている。

　

（２）保護者との信頼関係をきちんと築いておく。
　　　・�家庭でもサインを出していることが多くあり、気になることが見られたら学校に

連絡が入るような保護者との信頼関係をきちんと築いておく。また、加害生徒の
保護者が、いじめの事実について納得したら、共に育てるという姿勢で指導にあ
たる。

（３）事象の背景を正確に把握する。
　　　・�表面に現れた部分のみを取り上げて指導するのではなく、競技レベルの不満か人

間関係の不満か、このような形となった理由は何なのかなど、その背景にある事
柄を正確に把握して適切な指導をし、被害生徒の活動が阻害されることがないよ
う配慮する。

対処のポイント

■本事例を振り返って
　・�本事例は、部活動内において、競技レベルの差で上下関係ができ、そこから生まれた
暴言に被害生徒が苦痛を感じるというものであった。被害・加害生徒から話を聞き、
暴言の背景にある事柄を正確に把握し、適切な指導をしたことで、被害生徒の活動が
阻害されることはなかった。集団生活を通して、好ましい人間関係や仲間を大切にす
る心を育むことで、心身の成長を図り、健全な社会生活を営むために必要な資質の基
礎を養っていくことが大切である。
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事例の概要

・�女子Ａは、小学校時代２年間の不登校を経験しており、交友関係も狭く、口数が少ない生徒で
あった。
・�Ａは、定期テストを境に学校を休んだ。家庭からは連絡がなく、直ちに家庭訪問をしたが誰の
応答も無かった。その後欠席は４日間継続した。
・�Ａには女子Ｂという親友がいたが、この頃友人関係が上手くいっておらず、そこに女子Ｃが２
人の中に入ってきた。当初、３人で遊んでいたが、その内、ＡはＢとＣが自分の悪口を話し
ている、２人で目配せしてAを馬鹿にしていると感じるようになった。耐えきれなくなったＡ
は、毎日提出する生活日記の中に、その悩みを書いてきた。

事実確認等

（１）家庭訪問 
・�欠席４日目の放課後、学年主任と学級担任が家庭訪問をした。直接、Ａと会話はできなかった
が、プリントと手紙を置いてきた。

（２）教育相談（チャンス相談） 
・�週が明けて欠席５日目、突然Ａは何事も無かったかのように登校してきた。判断は難しかった
が別室に行かせず、あえて普段通り教室で授業を受けさせた。授業を終え放課後、相談室で何
があったか尋ねた。しかし、何も聞き出せなかった。

（３）家庭との連携 
・�家庭からの連絡がなく欠席した日には、朝のうちに自宅か、又は母親の携帯に連絡をした。携
帯で連絡が取れないときには、職場に連絡し様子を聞いた。母親にも、いじめに関係するよう
なことは話していないとのことだった。

（４）学校の対応 
・�これまでの経緯を、学年の教員で確認し学校全体としても、学校いじめ対策委員会を開き、こ
れまでの４日間の事実経過を確認し、翌日からの調査について役割分担等を検討した。
・�ＢとＣに対して、Ａとのことを聞いてみた。すると悪びれた様子もなく、素直な表情で答えて
くれた。３人でいるときにＢとＣで目配せすることはあるが、決してＡをいじめるためではな
いという。また、Ａの思い過ごしではないのかと主張してきた。Ａの受け止め方とは大きなズ
レを感じた。
・�学級の生徒にも聞いてみたが、Ａがいじめられているという情報はなかった。言葉で表現する
ことが上手くないＡは、些細な行き違いでマイナスに捉えることが多く、友人たちと壁を作っ
てしまっているように感じた。
・�調査の結果、意図的に行われた行為ではないものの、人を傷つける行為と判断し、いじめとし
て認知した。

【事例⑨】本人はいじめられていると感じているがその事実関係を明らかにすることができない事例（中学校）

被害生徒：２年女子　１名
加害生徒：２年女子　２名
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具体的な対応

（１）被害生徒・保護者への対応
・�学級担任は、上記の事実を踏まえた上で、つらい気持ちを受容しながらＡに接することを心が
け、日常的な声がけの回数も意図的に増やした。Ａは何かできることは無いかと尋ねても、首
を振ることが多かったが、話しかけると笑顔も見られるようになった。
・�今後、保健室に行くことも予想されたため、あらかじめ養護教諭には、一連の経緯を詳細に伝
えておいた。
・�学級担任は、登校した日から学校であった出来事や気付いたことなどを母親に報告をした。仕
事で忙しい母親は、娘の様子もできるだけ把握しようと努めているが、口の重いＡとは、なか
なかコミュニケーションが上手く取れていないようだった。

（２）加害生徒への対応
・�ＢとＣには、生徒指導主事と学級担任、学年主任がＡの気持ちを伝えると共に、２人の考えを
丁寧に聞いた。「Ａがそんなふうに感じているとは思わなかった」「Ａの部活動の様子を見てい
ると、どうかと思うことがあった。」「いつも３人でいなくてはならないかと思うと、窮屈なと
きもある。」など素直に自分たちの考えを話してくれた。また、ＢとＣはＡに謝罪したいとい
う気持ちをもつようになった。
・�その後、Ａと話し合うことを提案し、３人の話し合いの場面を作った。初めは表情の硬かった
ＡであったがＢとＣの説明と、これまでの態度を謝罪したことで、和解の方向に向かった。

（３）その他（ＳＣとの連携等）
・�ＳＣの来校日は、気軽に相談できることを学級で確認した。またＡにも、直接ＳＣとの相談
を勧めた。快い返事を聞くことはできなかったが、何かの際にはいつでも話すことができる人
（ＳＣ）がいると分かり、幾分表情が緩んだ。

その後の経過

・�Ａは、学年主任、学級担任の家庭訪問や、家庭連絡が増えたことがきっかけとなり母親が今ま
で以上に親身になってくれることで孤独感が薄まり、以前と同じように登校できるようになっ
た。Ｂ、Ｃとも関係が改善しているように見えた。Ａは相変わらず、会話は苦手であるが、学
級担任に何か伝えたいときは、生活日記に丁寧に気になることを記入するようになった。

（１）いじめアンケート、毎日の生活日記なども、注意深く観察し、声がけをしていく。
（２）保護者へのこまめな情報提供、家庭訪問も学年団の力も借りながら行う。
（３）�ＳＣや養護教諭などの力を借りることも視野に入れ組織的な対応ができる支援体制

を整える。
（４）�学校いじめ対策委員会を開くことにより、学校全体としての問題と捉え、学級担任

一人で抱え込まない。

対処のポイント

－ 48 －



第
１
章

第
７
章

第
２
章

第
３
章

第
４
章

第
５
章

第
６
章

■本事例を振り返って
　・�今回の事例のように、周囲の生徒が意図的に行為を行ったわけでもないのに、本人は
いじめられていると感じてしまうことがある。教員は、まずそのように感じている生
徒の不安な気持ちを理解することが大事であり、いじめ場面が明確に確認できなかっ
たからといって、「単に本人の思い過ごしである。」「この程度のことで、大げさであ
る。」と片付けてしまっては、保護者に対して親身な対応は出来ず、逆に不信感を招
いてしまいかねない。学校と家庭の連携や、生徒の心に寄り添った支援など、きめ細
かい配慮を繰り返すことで本人の心理的な安定を図ることができる。
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事例の概要

・�女子Ａの保護者から電話で「Ａが学校でみんなからいじめられている。学校でいじめがあって
もいいのか。なんとかしてもらいたい。」という要望が直接校長に寄せられた。
・Ａは、同じクラスの男子Ｂから「死ね、キモイ」などと言われていた。
・�座席が近いということもあり、休み時間にＳＮＳの話になった。ＢがＡに「学級のグループに
入っているのか？」と聞いた。Ａは、「入ってないよ。」と答えた。それに対してＢは「嫌われ
ているからなぁ。」と言った。Ａはその言葉がショックで次の日から学校を欠席した。

事実確認等

・�校長の指示で、学校いじめ対策委員会を開き、対応を検討し、個別に聴き取りを行った。
・Ｂが、Ａに対して「嫌われているからなぁ。」と言ったのは事実である。
・Ｂは、Ａから、嫌なあだ名や乱暴な言葉をたびたび言われていた。
・�Ａの授業態度がよくないことに対してＢを含めた生徒５名が不満をもち、Ａに冷たい態度を
とっていた。
・Ａは、友人と「載せない」と約束した写真をＳＮＳに載せて拡散した。
・�Ａは、他校生とも交流が多く、Ａの身勝手さや悪口のせいでトラブルになり、ＳＮＳ上で悪口
を書き込まれていた。
・�Ａには、学年主任と生徒指導主事が事実関係を確認し、どうすれば気持ち良く過ごせるのか、
話をじっくりと聴いた。
・�事実確認後、再度、学校いじめ対策委員会を開き、いじめであると認知し、今後の対応につい
て検討した。

具体的な対応

（１）被害生徒・保護者への対応 
・学級担任が席替えを実施し、Ａの周囲に安心できる居場所をつくった。
・�保護者には、校長が早急に対応することを伝え、事実を説明し、学校で嫌な思いをさせてし
まったことを謝罪した。また、これからも継続して見守っていくことを伝えた。

（２）加害生徒・保護者への対応 
・�Ｂを含めた加害生徒には、学年主任が事実確認を丁寧に行い、いじめは許されない行為である
という、毅然とした態度で指導した。また、相手の気持ちや自己の行為を考えさせ、「自分が
されて嫌なことは他人にもしない」ということを納得させた。
・�保護者には、学級担任から指導の経緯を説明・報告し、再発防止のための協力を求め、理解を
得た。

【事例⑩】周囲が被害生徒にも原因があると考えている事例（中学校）

被害生徒：３年女子　１名
加害生徒：３年男女　５名
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（３）周囲の生徒等への対応 
・�いじめへの加担になる行為は絶対にしないことを学級担任が学級全体に指導した。
・�からかいや悪口など「いじめ」に気付いた時は、先生や保護者に必ず知らせることを徹底させ
た。

（４）その他（関係機関との連携等）
・�ＳＮＳ上で付き合いのある生徒の学校に生徒指導主事が情報を提供し、お互いの様子を見守っ
ていくことを確認した。
・�生徒指導主事が教育相談員、ＳＣに情報を提供し、連携して見守っていくことを確認した。

その後の経過

・�Ｂを含めた加害生徒や周囲の生徒たちもＡに対して優しい言葉をかけるなど、気を配りながら
生活するようになった。また、Ａも言葉に気を付け、自分で言われて嫌なことは他人にも言わ
ないことを心に留めながら生活している。その後の欠席はなく、毎日元気よく仲間と楽しそう
に過ごしている。

（１）いじめに対する概念を生徒に対して全校体制で指導する。
　　　・�相手に非があったとしても、冷やかしやからかい、悪口を言うことは「いじめ」

であり、絶対に許されないことだと指導する。
　　　・�ＳＮＳ等で誹謗中傷や相手にとって嫌なことをするのも「いじめ」であり、絶対

にしてはいけないことだと指導する。
（２）組織的な対応
　　　・校長の指示で緊急会議を開き、教員の役割分担を決定し、対応の仕方を確認する。
　　　・�個別に聴き取った情報を記録にまとめ、事実関係を的確に確認し、親切で丁寧な

指導、心配事等を受け止める共感的な支援を組織で確認する。
　　　・�日頃から学校生活や友人関係について、生徒の悩みを傾聴できる体制をつくる。

（教育相談の充実）
（３）保護者、関係機関との連携
　　　・�保護者には、迅速に事実を説明するとともに、今後、再び起こらないような体制

について説明し、理解を得る。
　　　・教育相談員やＳＣと相談しやすい環境をつくる。
　　　・�インターネット関係については、ネットパトロールからの情報をもらうなど、関

係機関とも連携する。
　　　・他校生との交流について、関係する学校に情報提供を行い、連携して指導する。

対処のポイント

■本事例を振り返って
　・�被害生徒からじっくりと話を聴いたことで、今回の件以外にも、学校や家庭に様々な
ストレスがあることを知ることができた。このような生徒に限らず、ふだんから機会
を見つけて生徒と話ができる環境（教育相談等）をつくることはもちろん、役割分担
等の組織的な対応をすることが重要である。
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事例の概要

・�男子Ａは、広汎性発達障害の診断を受けており、相手の気持ちを理解することが苦手で、小学
校の頃から、物事を深く考えない言動で相手を傷つけたり、善意からの助言を非難と誤解して
級友とトラブルになったりすることがしばしばあった。
・�清掃の時間、Ａはほうきの担当だったが、同じ班の班長である男子Ｂから「欠席者がいて人数
が足りないから、雑巾がけをしてほしい。」と頼まれた。急な変更に納得がいかなかったＡは、
「今日はほうきの担当だから、雑巾がけは絶対にやらない。」と言い張ったため、他の班員か
らも「わがままを言うな。」「ちゃんと掃除をしろ。」と非難された。Ａは興奮してその場を立
ち去り、学級担任に「同じ班の人たちがいつも僕に嫌なことを言ってくる。」と訴えた。

事実確認等

・�学級担任が、感情が高ぶっているＡを落ち着かせ、親身に話を聞いた。Ａは、「自分の役割
を果たそうと清掃活動を頑張っていたが、同じ班の人たちが自分を責め、嫌な気持ちになっ
た。」と自分の気持ちを学級担任に話した。
・�学級担任が、Ａと同じ班の生徒に話を聞くと、言いすぎたことを反省する言葉があったが、Ａ
に対して班長の指示を聞き、状況に応じてしっかりと清掃活動に取り組んでほしいとの訴えが
あった。
・�学級担任は、Ａや班員の話を受け、学年主任に報告した。学年主任は過去のトラブルを含めて
状況を集約し、学校いじめ対策委員会で情報共有を図るとともに、いじめとして認知した上で
指導の方向性を検討した。

具体的な対応

（１）被害生徒・保護者への対応
・�何か嫌なことや困ったことがあった時には、学級担任だけでなく、話しやすい教職員に相談す
ること、どんな状況でも親身に話を聞くから安心するよう伝えた。
・�保護者にＡの現状を伝えるとともに、保護者の困り感を受け止めながら、状況に応じてＳＣや
ＳＳＷを活用しながら、学校と家庭が連携して対応することを確認した。また、学級担任、学
年主任、教頭、校長と保護者との面談を定期的に行い、Ａの学校での言動や家庭での様子につ
いて情報交換を行うこととした。
・�校内ケース会議において、Ａの特性について全教職員で共通理解を図るとともに、状況に応じ
た対応を協議し、個別の指導計画に基づいて、様々な場面で組織的に支援する体制を構築した。

（２）加害生徒及び周囲の生徒への対応
・�それぞれの個性や立場を尊重できるよう、思いやりの心を育てる道徳教育の充実を図るととも
に、人と人との関わりを深める体験活動を充実させることで豊かな心を育んだ。
・�特別な支援を要する生徒の得意なことや苦手なこと、一般的には理解しにくい行動が見られる
理由等について、生徒にわかりやすく伝えることにより、理解を促した。

【事例⑪】特別な支援を要する生徒との関わりで起きた事例（中学校）

被害生徒：１年男子　１名
加害生徒：１年男女　５名
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（３）その他（関係機関との連携等） 
・�教員の指導力やいじめの認知力を高めるために、ＳＣやＳＳＷ等を講師とした研修や、具体的
な事例研究を計画的に実施した。
・�「学校いじめ防止基本方針」の取組状況や得られた成果、「評価アンケート」の結果を踏まえた
学校の取組について、保護者や地域に情報発信し、理解や協力を得た。

その後の経過

・�個別の指導計画に基づき、組織的な支援を継続していく中で、以前よりもＡの行動に落ち着き
が見られるようになった。また、少しずつ自分の言動を振り返ることができるようになり、周
囲の生徒もＡの特性を受け入れ、コミュニケーションが図れるようになった。
・�学校だよりや家庭訪問、保護者面談、参観日等、様々な機会をとらえて、学校のいじめ防止に
向けた取組を伝えることによって、保護者との信頼関係が築かれ、教育活動への理解や協力を
得られることができた。

（１）生徒理解と個別の指導計画を基にした組織的な対応
　　　・生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、個に応じた適切な支援を行う。
　　　・�特別な支援を要する生徒に対しては、個別の指導計画を作成し、「困り感」を的

確に把握した上で、全教職員で支援の方法や関わり方の工夫、苦手な状況の軽減
等を共通理解し、組織的に対応する。

（２）学級内での「居場所づくり」と「絆づくり」
　　　・�特別な支援を要する生徒の得意なことや苦手なこと、一般的には理解しにくい行

動が見られる理由等について、周囲の生徒に伝え、理解を促す。
　　　・�道徳や学級活動を充実させ、「思いやり」や「個性」について考えたり話し合っ

たりする活動を通して、豊かな心を養う。
（３）校内研修の充実
　　　・�生徒の特性や実情に合った適切な支援を行うために、生徒指導主事を中心に研修

主任や学年主任等が連携し、障害の特性への理解や保護者への支援、関係機関と
の連携、ロールプレイや疑似体験を取り入れた演習等、学校の状況に応じた校内
研修を計画的に実施することにより、教職員一人一人の資質能力の向上を図る。

対処のポイント

■本事例を振り返って
　・�全教職員で、ＳＣやＳＳＷ等を講師とした研修や具体的な事例研究を計画的に実施
し、特性を理解した上で、適切な対応を行ったことが、Ａの変容につながった。

　・�生徒一人一人のよさや違いを大切にしながら、友達と学び合う授業を充実させること
によって、Ａの自己肯定感や周囲の生徒の自己有用感を高めることができた。

　・�日頃からＡの状況についての保護者との情報交換を密に行うことで、信頼関係に基づ
いた協力体制を構築することができた。
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事例の概要

・�女子Ａが通う中学校は、各学年１学級の小規模校で、１つの小学校から入学しており、保育園
から一緒に生活してきた生徒も多い。
・�小学校時代のＡは孤立することが多く、男子児童に言動をよくからかわれるという申し送りが
小学校からあった。
・�Ａは、中学校入学を機に、自分自身を変えたいと考え、自ら学級役員に立候補し、選出され
た。しかし、学級役員としての仕事をきちんとこなせず、学級に迷惑をかけることが多くなっ
た。
・�Ａ自身も、思うようにできない自分を嫌悪し、遅刻や欠席をするようになった。
・毎月行われるアンケートには、いじめに関する訴えは見られなかった。

事実確認等

・�６月に行ったＱ－Ｕ検査の結果では、Ａが要支援群に位置していた。学級担任が結果をもとに
学級の様子についてＡと面談をした。
・�学級役員としての自分の指示を女子Ｂ、Ｃ、Ｄ（Ｑ－Ｕ検査では、３人とも満足群に位置）の
３名が聞いてくれない、男子とともに発言を笑うことが多いと訴えた。
・�Ｂ、Ｃ、Ｄの３人に対し、学級担任、学年主任、生徒指導主事が聞き取りを行った。
・�３人は、自分たちは小学校時代からクラスの最上位グループであり、下位グループのＡが学級
役員として自分たちに指示することが気に入らず、指示を聞かなかったと話した。
・�３人は男子に対してもランク分けを行っており、長年の慣習として悪気無く話した。
・�学校のいじめ防止基本方針に基づき、学校いじめ対策委員会を開き、事実確認の上でいじめを
認知した。

具体的な対応

（１）被害生徒・保護者への対応
・学級担任と学年主任による家庭訪問を行った。
・Ａと保護者の意向から、Ｂ、Ｃ、Ｄ及び保護者との謝罪の場を設定した。

（２）加害生徒・保護者への対応
・�Ｂ、Ｃ、Ｄには、この出来事はいじめであること、学級内のグループ化や序列化がその要因に
なっていることを指導した。
・�保護者へは学年主任が電話連絡で概要を伝え、Ａ及び保護者への謝罪の場を設定し、謝罪に
至った。
・�謝罪の場には校長、生徒指導主事、学年主任、学級担任が同席した。集団内の序列化がいじめ
の要因となっており、長年の人間関係であっても許されないことを、学校全体の意見として校
長はじめ複数教員から伝えた。

【事例⑫】固定化された人間関係が関わる事例（中学校）

被害生徒：１年女子　１名
加害生徒：１年女子　３名
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（３）周囲の生徒等への対応
・�全校集会において、生徒指導主事が、長年の人間関係の固定化や序列化による問題について全
体指導を行った。
・当該学級においては、Ａに配慮した席替えを緊急に行った。
・�学級を問わず、帰りの短学活を充実させ、生徒同士の認め合いの場や関わり合いの場面を全学
級で取り入れた。

（４）その他（関係機関との連携等）
・�関係機関の支援センターへＡについて報告し、養護教諭とＳＣが担当職員と今後の対応につい
て情報交換をした。
・�校内研修の一環として教育委員会等から講師を要請し、固定化された人間関係を打破するため
の構成的グループエンカウンター等のエクササイズについて指導を受けた。

その後の経過

・�Ａは、ＳＣとの面談を定期的に行い、欠席もなくなった。学級役員としての活動は、任期終了
まで学級担任や他のリーダーの支援を受けて活動した。２学期のＱ－Ｕ検査の変容も見ていく
必要がある。
・�Ｂ、Ｃ、Ｄは、素直さが見られるようになったが、学級内での発言力の強さは変わらない。周
囲への配慮ある言動やリーダーへの協力性に注視していく必要がある。

（１）諸検査を活用したいじめ認知と適切な事案対処（組織的対応）
　　　・アンケート、諸検査を活用した相談・認知の体制づくり。
　　　・いじめ防止基本方針に即した対策委員会の立ち上げと定期的見直し。
（２）情報交換と実態把握（小・中学校、地域との連携）
　　　・児童生徒の情報交換、諸検査、アンケートによる実態把握の共有化。
　　　・学校・家庭・地域社会の信頼関係を高め、地域全体で生徒を育てる意識づくり。
（３）グループ化や序列化を防ぐ学級づくり（学級経営と校内研修）
　　　・�リレーションを深める集団づくりの工夫。（短学活での構成的グループエンカウ

ンター等）
　　　・授業における関わり合いの活性化。（多様なグループ・ペア学習等）

対処のポイント
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■本事例を振り返って
　・�少子化の進行に伴い、学校の小規模化が進んでいる。本事例のような小規模校は幼児
期からの人間関係が固定化しやすく、グループ化や序列化を生みやすい傾向がある。
小学校と情報を共有した上で、多様な関わりが生まれる取組を日常的に行っていく必
要がある。

　・�中学校への入学を機に、前向きに自分自身を変えようとする生徒は多い。現在の小学
校では自分たちでリーダーを決める機会がほとんどなく、輪番制等で様々な役割を経
験させていることを、中学校教員は知っておく必要がある。小学校との情報交換を密
にした上で、入学直後のリーダー選出については、その方法も含めて慎重に検討して
いく必要がある。

　・�毎月のアンケート以外でも、諸検査を面談やいじめ認知のきっかけにしていくことは
重要である。諸検査の有効な活用法について校内研修を通して共有していくことも必
要である。
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事例の概要

・�朝のホームルーム後に、女子Ａの友人である女子ＢからＡの担任に「Ａの様子がおかしい」と
の申し出があった。
・�担任がＡと面談したところ、今朝登校した際にＡの内履きの中に、Ａを誹謗中傷する内容が書
かれた紙が入れられていたことが分かった。また、最近ＳＮＳ上にＡを誹謗中傷する内容の書
き込みがあったことも分かった。しかし、いずれの事案も誰が行ったか分からず、心当たりも
ないとのことだった。

事実確認等

・�担任はＢからの申し出を受けてすぐにＡとの面談を行った。Ａがかなり動揺していたため、面
談は保健室で行った。
・�担任からいじめの疑いの情報を受けたハートフルリーダー（生徒指導主事）は、管理職に報告
するとともに、生徒指導部及び学年と連携しながら、調査を行った。
・�ＳＮＳ上での書き込みについて、教員が検索を行ったが、特に書き込みは見つからなかった。
・�学校いじめ対策委員会を開催し、加害生徒は特定できないもののＡに関係している生徒である
可能性が非常に高いと判断し、いじめと認知して対応していくこととした。
・�アンケート調査から、数日前に玄関付近でＡを誹謗中傷する落書きを見た生徒がいることが分
かった。また、落書きに気付いた生徒は、Ａが傷付かないように落書きを消していたことも分
かった。

具体的な対応

（１）被害生徒・保護者への対応 
・�放課後にＡの母親に来校してもらい、Ａも同席の上で学年主任、担任が事案の概要及びこれま
での学校の対応、今後の対応方針について説明した。
・Ａと母親には、必要に応じてＳＣとの面談ができることを伝えた。
・�Ａが別室登校を希望したため、それを認め、別室で学習支援を行うこととした。

（２）周囲の生徒等への対応 
・�Ａから事情を聞いた後、Ａの了解を得た上で臨時の学年集会を行い、状況の説明及び情報提供
を求めた。また、臨時のアンケ－ト調査も実施した。

その後の経過

・�事案発生日からしばらくの間は担任からＡの母親に電話連絡を行い、学校での様子と家庭での
様子について情報共有を行った。
・�Ａと母親には今後気になることがあれば、いつでも学校に相談するよう伝えた。
・�調査結果がまとまった時点で、母親に来校してもらい、結果を伝えるとともに、今後の学校の
対応について説明した。

【事例⑬】加害生徒が特定できないいじめの事例（高等学校）

被害生徒：１年女子　１名
加害生徒：特定できない
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【今後の対応】

・�担任や学年主任がＡと定期的に面談を行い、学校生活における不安を取り除くようにする。
・�担任を中心にＡの観察を行い、安心して学校生活を過ごせるように支援していく。
・保護者と定期的に連絡を取り合いながらＡを支援していく。

・�Ａはしばらく別室登校していたが、教員との面談をするうちに落ち着きを取り戻し、教室復帰
することができた。

（１）迅速な初期対応
　　　・ハートフルリーダー（生徒指導主事）、管理職への第一報を迅速に行う。
　　　・必要に応じて臨時学年集会の開催やアンケート調査を実施する。
（２）別室への被害生徒の避難
　　　・被害生徒の心理的ストレス緩和を図る。
（３）保護者との連携
　　　・保護者の考えを尊重し、保護者の了承を得ながら対応する。

対処のポイント

■本事例を振り返って
　・�本事例は、いじめを受けた生徒の友人からの情報提供をきっかけとして対応が始ま
り、いじめを解消できた事例である。日頃から生徒と積極的にコミュニケーションを
とり、信頼関係の構築に努めるとともに、生徒が相談しやすい環境づくりをしていく
ことが重要である。
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事例の概要

・�Ｘ高校に通う女子Ｂが、ツイッターにおいて、Ｙ高校に通う女子Ａのことを誹謗中傷し、さら
にＡの写真を要注意人物として掲載した。それがリツイートされ拡散し、Ａの同級生であるＹ
高校の生徒の間にも広まり、それを見たＹ高校の女子ＣがＹ高校の教員に報告して発覚した。

事実確認等

・�Ｃに問題となったツイートの印刷物を持参してもらい、生徒指導主事とＣの担任の２人で聞き
取りをした。聞き取りの結果、Ｂは他の高校に通う生徒であり、Ａ、Ｂはバンド活動を一緒に
している仲間と見られることが分かった。また、ツイッターの内容はＹ高校においてかなり広
まっていることが分かった。
・�問題のツイートはまだ閲覧可能であったため、スクリーンショットで記録するとともに、プロ
フィール、フォロワー、前後のツイートなどを確認し、発信者がＸ高校に通うＢの可能性が高
いことが分かった。また、Ａのツイートも閲覧し、ＡとＢにバンド活動での交友関係があるこ
と、Ａは問題となるような書き込みをしていないことを確認した。
・�生徒指導主事とＡの担任がＡから事実関係を確認したところ、ツイッターに書き込みをしたの
はＸ高校のＢに間違いなく、Ｂの彼氏と仲良くしたことへの腹いせではないかということだっ
た。また、書き込みには事実でないことも含まれており、周りの生徒にどのように思われてい
るか不安であるとのことだった。
・�Ｘ高校の生徒指導主事に電話をし、事実関係を伝え、Ｂの聞き取りを依頼したところ、Ｂのツ
イートに間違いないことが判明した。
・�学校いじめ対策委員会を開き、ＢによるＡに対する、ＳＮＳ上での誹謗中傷といういじめであ
ると認知した。

具体的な対応

（１）被害生徒・保護者への対応 
・Ａの精神的苦痛を共感的に理解し、心配や不安をやわらげるように対応した。
・�Ａの保護者に来校してもらい、事実関係を伝え、保護者の心情や要望を十分に聞いた上で、学
校の対応方針を説明し、Ａが安心して登校できるよう全力を尽くすことを伝えた。
・�教員がリツイートされているものの削除を呼びかけることで、少しでも情報の広まりを抑える
ように努めることとした。
・�ＡにＢが直接会って謝罪したいと話していることを伝えたが、Ａがそれを拒否したため、会わ
ないこととした。

（２）加害生徒・保護者への対応 
・Ｘ高校に依頼して、速やかに問題のツイートを削除させた。
・�Ｘ高校では、Ｂの保護者に来校してもらい、事実関係を伝えた上で、今後の生活改善について
学校と家庭が連携して取り組んでいくことを確認した。

【事例⑭】他校と連携してＳＮＳ上で発生したいじめを解決した事例（高等学校）

被害生徒：２年女子　　　１名
加害生徒：他校２年女子　１名
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（３）周囲の生徒等への対応 
・�Ａの同意を得た上で、生徒指導主事から全校生徒に対して、スマートフォンの使い方などにつ
いて指導した。また、面白半分で拡散した行為によっていじめの加害者になることもありうる
ことを理解させた。
・�各ホームルームにおいて、担任から、噂に振り回され、人を傷つけることがないよう諭した。

その後の経過

・�問題となったツイートに関する書き込みについて、確認できたものは全て削除できたため、そ
れ以上の拡散はなかった。
・�ＡはＢとは接触しておらず、ツイッターでのつながりも解消したため、新たな問題は起きな
かった。
・�ホームルームにおいて、周囲の生徒がＡに自然に接したことにより、Ａ及びＡの保護者の不安
は解消した。

（１）事実の確認（スクリーンショットによる画像の保存）
　　　・�書き込み内容の正確な情報を入手するために画像の入手に努める。すぐに削除さ

れることもあるため、問題がある書き込みを見た場合にはスクリーンショットな
どで保存し、速やかに教員に報告するよう生徒に呼びかけておく必要がある。

　　　・�アカウントが分かる場合、公開しているものであればその他の内容やフォロワー
などを確認し、全体像の把握に努める。

（２）関係者が在籍する他校との連絡および連携
　　　・�他校生徒がトラブルに関係する場合、情報を共有しながら共通認識のもとで対応

する必要がある。
（３）削除依頼と関係機関との連携
　　　・�拡散した画像等の削除に努める。発信者の連絡先が分からない、発信者に削除依

頼しても対応されない場合はプロバイダに削除依頼する。それでも問題が収まら
ないようなときには警察や法務局等に相談する。

　　　・�自画撮り被害等、重大な被害につながる恐れがある事案では、すぐに警察に相談
する必要がある。

（４）学校全体への事後指導
　　　・�詳細を学校全体に知らせることは、かえって被害者の苦痛になることもあるた

め、被害者に寄り添う形で対応する。ただし、問題の収束に向けて、言葉を選び
ながら、生徒が自らの行動を省みるような説諭を行う。特に、問題画像の転送や
周りではやしたてたりするような発言によりいじめの加害者となることがないよ
う指導する必要がある。

対処のポイント

■本事例を振り返って
　・�事案の発覚が早く、また、加害生徒がすぐに反省し削除と謝罪をしたため、沈静化し
た。対応が遅れるほど問題となる情報の削除は困難になるため、ＳＮＳに関するいじ
めは早期発見と素早い対応が重要である。
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事例の概要

・�男子Ａから担任にＳＮＳ上における誹謗中傷の書き込みについての相談があった。担任がＡに
詳細を聞いたところ、男子ＢのＳＮＳ上に明らかにＡを指すような悪口が書き込まれていると
のことだった。Ｂに事実確認を行ったところ、書き込みをしたことを認めたが、ＢもＡに悪口
をＳＮＳ上に書き込まれていると訴えてきた。

事実確認等

・�Ａからの相談を受けて学年では、いじめの疑いがあると判断し、学年主任がハートフルリー
ダー（生徒指導主事）に報告した。その後は、学校いじめ対策組織が中心となって対応するこ
ととなった。
・�生徒指導部がＡに対してＢの悪口の書き込みについて確認したところ、Ａはその事実を認めた。
・�Ａ、Ｂの級友や部活動の仲間からも２人の様子を聞いたところ、ＳＮＳ上での書き込みについ
ては級友たちも知っており、ＡとＢのＳＮＳ上でのやり取りの書き込みや画像を保存してい
た。また、その証拠画像を提供してもらった。
・�級友や部活動の仲間からの情報では、前々からＡとＢは廊下ですれ違いざまに誹謗中傷の言動
を繰り返していたとのことであった。女子生徒との関係の問題から発展したようであり、双方
ともにストレスを溜めていた様子である。
・�学校いじめ対策委員会を開催し、ＳＮＳ上での誹謗中傷の書き込み合いと判断し、双方向によ
るいじめと認知した。

具体的な対応

（１）被害及び加害生徒・保護者への対応 
・即日、保護者に担任から電話連絡し、翌日に来校をお願いした。
・�双方のやり取りの事実や今後の学校の対応について、保護者に詳細を説明した。
・�Ａ、Ｂには、ＳＮＳ上に誹謗中傷するような内容を書き込まないことを指導するとともにＳＮ
Ｓ上に書き込まれたものは拡散される可能性があり、完全に削除するのは難しいことを理解さ
せた。
・�今後さらにＳＮＳ上に誹謗中傷を書き込まれた場合、速やかに保護者や学校に報告するよう指
導した。

（２）周囲の生徒等への対応 
・�学年集会において、ＳＮＳの使い方を指導するとともに、「いじめは絶対に許されない、して
はいけない」ことであることを伝えた。

（３）その他（関係機関との連携等） 
・�Ａ、Ｂともに普段から行動が気になる生徒であったため、様々な視点からの対応が必要である
と考え、Ａ・ＢとＳＳＷとの面談を行った。面談後、ＳＳＷが今後の対応や個別プログラムの
必要性について学校に助言をした。

【事例⑮】ＳＮＳ上における誹謗中傷により書き込んだ双方をいじめと認知した事例（高等学校）

加害及び被害生徒：１年男子　２名
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その後の経過

・�担任、養護教諭、生徒指導部が役割分担しながらＡ、Ｂと継続的に面談や日誌交換を行った。
普段の家庭生活や学校生活についてやりとりすることで、生徒理解が深まり、指導の手がかり
が得られた。
・�教員が継続的に指導することにより、徐々にＡとＢの関係は良好になっていった。

（１）ＳＮＳ上でのトラブルへの対応
　　　・�被害生徒が加害側になるケースが考えられるため、事実確認を丁寧に行う必要が

ある。
　　　・トラブルの内容次第では警察等の関係機関との連携も必要である。
（２）双方向のいじめへの対応
　　　・�ＡからＢへ、ＢからＡへ何が行われたかをしっかりと精査し、整理、判断するこ

とが大切である。
　　　・�周囲の生徒、保護者から情報を得ながら生徒の関係性をしっかりと把握して対応

することが重要である。
（３）継続した全校生徒への指導
　　　・�ＳＮＳ上での書き込みがいじめにつながるケースはよく見られるため、情報モラ

ルについて年間を通じて指導する必要がある。

対処のポイント

■本事例を振り返って
　・�本事例は、双方が被害生徒であり加害生徒でもあるため、保護者との連絡をこまめに
行い、保護者と協力しながら指導する、生徒の状況について情報共有を徹底するなど
十分に配慮しながら対応する必要がある。
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【事例⑯】生徒の障害の特性に合わせ、「いじめ」という言葉を使わない指導の事例（特別支援学校（高等部））

事例の概要

・�夏季休業明けに実施した学校生活アンケートにおいて、女子Ａがいじめを受けたと回答し発覚
した。学級担任が聞き取りを行ったところ、以下の２つの出来事について不快な思いをしたと
のことであった。

・授業中、女子Ｂから、理解できない内容を話しかけられた。
・女子Ｃに、突然自分の筆箱を取られた。

・�Ａは中学校特別支援学級より進学。知的障害、構音障害、発達性協調運動障害。物静かで口数
が少なく、自分から友達と関わろうとすることは少ない。教員に対しては、慣れてくると話し
かけることができる。
・�Ｂは中学校特別支援学級より進学。知的障害。児童養護施設に入所し、通学している。授業中
等、場面にかかわらずおしゃべりをすることがある。Ａとは作業学習で同じ班に所属している。

・�Ｃは本校中学部より進学。知的障害、自閉症。特定の人物の言動に反応し、興奮して走り出し
たり、他の人の筆箱や眼鏡等を衝動的に取ったりすることがある。

事実確認等

・�Ａ、Ｂ、Ｃに対して学級担任が聞き取りを行ったが、障害の特性上、いじめの場面を特定する
ことは難しかった。
・�それぞれの生徒の様子や状況について、学級担任及び授業担当者等から情報を収集し、学校い
じめ対策委員会を開催して対応を検討した結果、Ａが嫌な思いをしたことや生徒の行動の特
徴、教員が日々の指導で把握している様子等を考慮し、いじめと認知することとした。
・�加害生徒、被害生徒双方の障害の特性により、「いじめ」という言葉に過敏に反応する可能性
が考えられるため、各生徒の障害の特性に応じて、「いじめ」という言葉は使わずに対応を進
めていくこと、生徒一人一人の具体的な対応内容・計画を作成した上で保護者に説明すること
を共通理解した。

具体的な対応

（１）被害生徒への対応 
・�嫌な思いをしたことを受け止めながら、ＢやＣの特徴、悪気があってそのような行動をしてい
るわけではない、ということをＡの特性に合わせ丁寧に伝えた。また、嫌なことをされたとき
の対応について、気持ちの伝え方や制止の仕方等を練習する機会を設定した。

（２）加害生徒への対応 
・�Ｂには、Ａが嫌な思いをしていたことを伝え、その理由について学級担任と一緒に確認した。
また、自分の行動を振り返り、嫌な思いをさせないためにはどのように行動すればよいのかに
ついて考える時間を設けた。不適切なタイミングでの会話は、そのつど近くにいる教員が指導
を行った。
・�Ｃには、他の人の物を取る行為の善悪について継続的に指導を行うとともに、「他人の物は取

被害生徒：１年女子　１名
加害生徒：１年女子　２名
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りません」と約束事を決め、定期的に確認した。

（３）保護者への対応 
・�学級担任からそれぞれの保護者に対し、経緯や事実関係、今後の指導内容等について説明を
行った。生徒の障害の特性による人との関わり方やコミュニケーション等に関する課題として
対応していく旨を伝えたところ、保護者からも協力的な返答があった。

（４）周囲の生徒等への対応 
・�相手の気持ちを考えて行動することの大切さ等について、各学級で全体に指導する機会を設定
した。

（５）その他（関係機関との連携等）
・�学級担任がＢの生活の場となっている児童養護施設の担当者と連絡をとり、学校と連携して指
導にあたることとした。

その後の経過

・�ＡはＣの行為がなくなったことで、不快な思いを抱かなくなった。また、少しずつではある
が、嫌な気持ちを相手に伝える場面が増えてきている。Ｂについては「困っているときに助け
てもらった」と話し、頼りにする様子も見られている。
・�ＢはＡに対して不用意な関わりをすることがなくなり、Ａを手助けする姿も見られるように
なった。
・�Ｃは衝動的な行動をとることがあるものの、Ａの物を取る行為は見られなくなった。

（１）「いじめ」という言葉を使わない指導
　　　・�関係生徒が再び良好な関係を築けるよう、効果的に行動の変容を促すために、生

徒の状況に応じて柔軟に対応することが大切である。
（２）生徒の実態に応じた対応
　　　・�具体的な場面を設定し、とるべき行動を具体的に示した上で指導することが重要

である。
（３）組織的な取組
　　　・�生徒によっては、問題となった行動を繰り返すこともあるため、その場にいる教

員が適切に指導できるよう、対応について共通理解しておくことが大切である。

対処のポイント

■本事例を振り返って
　・�見過ごされがちな物事の捉え方や言動について、いじめの定義に則っていじめと認知
し、障害特性に応じた指導方針や具体的な対応について協議し、組織的に指導に取り
組むことができたことで問題解決につながったと考えている。
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事例の概要

・�学部集会の前に、女子Ｂが男子Ａの腕をギュッと握った。この事案の直後に行われたいじめア
ンケートにおいて、Ａが「わけもなくたたかれたり、けられたりしたことがある」の項目に記
入したことで事案が発覚した。
・�Ａと同じクラスの男子Ｃもその様子を見ており、いじめアンケートの「わけもなくたたかれた
り、けられたりしているのを見たことがある」の項目に記入した。

事実確認等

・Ａ、Ｂは知的障害の児童である。
・�いじめアンケートの提出先である教頭が、内容を見て、事実関係を確認するよう学級担任に指
示し、聞き取り調査を行った。その結果は以下の通りである。
　Ａ：�Ｂにとって邪魔な場所にいたから、どけるよう訴える意味で握られたのかもしれない。握

られたことに対して、Ｂに何も言えなかった。腕が少し赤くなる位の痛さに、びっくりし
たから。その後、Ｂとは仲良くしている。

　Ｂ：�腕をギュッと握ったことを覚えていない。ＡはＣとけんかをしているように見えたので、
２人の手をつかんだような気がする。

　Ｃ：�ＢがＡの腕をつかんでいるのを見た。理由はわからないが、Ａがふざけているのを注意す
るためだったのかもしれない。Ａは、腕を握られて嫌そうな顔をしていた。

・�いじめアンケートの結果と、聞き取り調査を受けて、学校いじめ対策委員会を開き、調査内容
の共通理解と今後の指導方針について話し合った。Ｂの行為について、意図的ではないもの
の、Ａが嫌な思いをした事実からいじめとして認知することとした。
・�今後の方針として、Ａへの説明、Ｂへの指導と、ＡとＢの保護者への説明を行うこととした。
また、周囲の生徒との関わり方について、学部全体で集まる機会を設定し、指導を行うことと
した。

具体的な対応

（１）被害児童・保護者への対応 
・�Ａに対してＢの行為が意図的でなかったことを丁寧に説明し、理解してもらった上で、Ａの保
護者への説明は教頭が行った。具体的にＢの名前を出して説明した。Ａの保護者からは、うち
の子は大丈夫なので、Ｂの今後のケアをお願いしたい旨の申し出があった。

（２）加害児童・保護者への対応 
・�学級担任が中心となり、ＳＳＴの手法を用いて、こんなことをされるとどんな気持ちになるか
など、具体的な場面を挙げて指導を行った。
・�Ｂの保護者への説明は、教頭と学級担任が行った。些細なことであっても、相手が不快に感じ
るような出来事であれば、いじめと捉え対応していく旨を話した。保護者は謝罪した上で、本
人に注意することを約束した。

【事例⑰】何気ない関わりの中で起きた知的障害のある児童のいじめの事例（特別支援学校（小学部））

被害児童：１年男子　１名
加害児童：３年女子　１名
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（３）周囲の児童への対応 
・終業式で学部主任から、小学部全児童に対して話をした。
　�「○学期を振り返ると、楽しい行事がたくさんありました。それは友達と一緒に活動できたか
ら。友達と仲良くできたからです。これはとっても大事なことです。友達と話をする時、肩を
ドンドン叩いたり、服を引っ張ったりされたらどんな気持ちになりますか？びっくりしたり、
悲しくなったりします。話したい時、見て欲しい時はどうしたら良いですか？肩を優しくトン
トンしたり、言葉で伝えたりすると良いですよね。友達と仲良くするためには、友達の気持ち
を考えて行動するようにしましょう。」

その後の経過

・�その後、ＡとＢは仲良く関わり合っている。また、小学部全体を見てもその後のアンケート調
査で、聞き取りを必要とする事案は無かった。

（１）いじめアンケートの実施
　　　・�今回は事案直後にいじめアンケートを実施したことで事案が発覚した。些細な事

案でも児童が記入したことに真摯に対応し、いじめと認知した上で児童の成長に
つなげる指導をすることが重要である。

　　　・�児童は、アンケートの趣旨をよく分からないまま、直前に起こった友達との些細
な行き違いを「はい（いじめは）あります。」と書いた可能性がある。アンケー
トの趣旨について理解が十分でない児童には、実態に応じて教員が丁寧に事実を
聞き取ることが大切である。

（２）教員と児童との信頼関係の構築
　　　・�事実確認（聞き取り調査）では、児童が正直に話してくれた。児童と学級担任間

の普段の信頼関係があったからこそ、聞き取り調査で真実を知ることができた。
問題が起こる前の信頼関係を良好に築くことがいじめ防止につながる。

（３）組織的対応の重要性
　　　・�こうした些細な出来事は、日常起こりうるものである。こうした関わりについ

て、機会ある毎に指導していく必要がある。その際、ハートフルリーダーを中心
に、生徒指導主事や学部主任、学級担任などが連携し、組織的に対応する必要が
ある。

対処のポイント

■本事例を振り返って
　・�今回の事案を機に、年に２回だったアンケートを３回にし、その他に年に３回、児童
と学級担任間で個別面談を行うようにした。
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【事例⑱】お互いにいじめられていると訴えている知的障害のある児童のいじめの事例（特別支援学校（小学部））

事例の概要

・女子Ａ、女子Ｂが、お互いにいじめられていると訴えている。
・�Ａは発達障害があり、Ｂは集団での学習経験がなく就学した児童（発達年齢は、４歳程度。）
である。
・いじめは、児童への「いじめに関するアンケート」で発覚した。
　（自分で記入することが難しいため、個別に担任が聞き取りを行った。）
・�ＡとＢは仲良く遊ぶことが多いが、Ａ、Ｂとも学級の中では能力が高くライバル関係にあり、
いつも競い合っているため、活動の順番を決める場面や、同じおもちゃで遊ぶ場面で言い争い
になることがあった。

事実確認等

・�「いじめに関するアンケート」についての事実確認をＡ、Ｂから学級担任が丁寧に聞き取りを
行った。
・�ＡとＢから、共通して利用している放課後等デイサービスでも同じようなことがあるという申
し出があったため、デイサービスに電話連絡し情報収集を行った。
・�学校いじめ対策委員会を開催し、事例に関する話合いを行い、双方向のいじめと認知して対応
していくこととした。

具体的な対応

（１）加害および被害児童への対応
・�自分の行動を振り返って考えるように促しながら、適切な行動の仕方を指導した。
・�ＳＳＴを活用し、負けず嫌いの２人がトラブルになりそうな場面でどう行動すればよいかを考
えさせた。

（２）加害および被害児童・保護者への対応 
・�保護者には「いじめ」という言葉は使わずに、ＡとＢから聞き取ったことや普段の関わりにつ
いて説明し、家庭ではどのような話をしているのか情報提供してもらった。
・�ＡとＢが、友達との関わり方を学んでいる過程であること、良い関係を作っていけるように指
導していくことを保護者に伝えて、理解してもらった。

（３）周囲の児童等への対応 
・�ＡとＢに対するＳＳＴを活用した指導は授業の中で行ったため、同じ学級の児童にとってもい
じめの未然防止に効果があったと思われる。

加害及び被害児童：小学部１年女子　２名
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（４）その他（関係機関との連携等） 
・�デイサービスの関係者とは、下校時の情報交換に加えて、必要に応じて電話で連絡を取り合い
ながら情報を共有した。また、長期休業中に教員がデイサービスを訪問して施設での児童の様
子を見学したり、学校見学会においてデイサービスの方に学校での児童の様子を見てもらった
りした。

その後の経過

・�些細なことから言い争いになることはあるが、その都度、適切な行動について指導することで
言い争う回数は減ってきている。
・�定期的にＡ、Ｂからの聞き取りを行い、その状況を学校いじめ対策組織で情報共有しながら継
続して指導している。

（１）機を逃さずに、具体的な行動を教える。
　　　・�気を引きたい、関わりたい気持ちをうまく伝えられずに、悪口のような形で話し

てしまう児童には、「『○〇さん、○○しよう。』と言えばいいよ。」など、具体的
な行動を伝える。

（２）ＳＳＴを活用し、自分たちでトラブルにならない方法を考える。
　　　・�すごろくゲームなど、負けず嫌いの２人がトラブルになりそうな場面を授業の中

で設定し、その中でどのようにしたら仲良くできるかを自分たちで考えるように
する。

（３）視覚的に分かりやすく行動を示す。
　　　・�上記（１）（２）で学習した適切な関わり方を、目につく場所に貼って意識して

行動できるようにする。
　　　　【例】�取り合いになるおもちゃに、「かしてといわれたらかす」「タイマーがなっ

たらこうたいする」等を貼っておく。

対処のポイント

■本事例を振り返って
　・�些細なけんかであっても、児童からの訴えがあった場合には、学校いじめ対策委員会
を必ず開催し、情報を共有した上で、対応の方向性を共通理解して取り組むことが必
要である。

　・�友達とのかかわりを客観的に捉えることが難しいケースには、ＳＳＴや視覚的に分か
りやすく行動を示す方法が有効であると考えられる。

　・�障害の特性により、収束まで時間がかかるケースの場合は、長期的な視点をもって関
係児童の関わりを学校全体で見守っていく必要がある。
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